
定例庁議次第 

令和６年５月２８日 

役場２階第２会議室 

１．開　会 

 

２．挨　拶 

 

３．審議事項 

　なし 

 

４．報告事項 

　(1)　非公開 

 

　(2)　非公開 

 

５．議案事項 

　(1)　株式会社吉岡町振興公社の経営状況報告について 

（総務課　小林課長）【資料番号３】 

 

　(2)　吉岡町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

（企画財政課　齋藤課長）【資料番号４】 

 

　(3)　道の駅よしおか温泉の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

（産業観光課　渡部課長）【資料番号５】 

 

６．その他 

 

７．閉会 
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様式第２号（第４条関係） 

５月２８日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（２．報告）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 総務課長 小林 康弘   

【議案名】 

   株式会社吉岡町振興公社の経営状況報告 

 

【提案理由】 

   地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社吉岡町振興公社の令和５

年度決算に係わる施策の成果、予算執行の実績概要及び令和６年度予算に関する説明

について議会に報告するもの。 

 

【概 要】 

  令和５年度は経営コンサルタントとの改革プロジェクトの一環として、売店及びレス

トランの収益増のため、売店の売り場面積の拡大、レストラン内装のリニューアル等を

行い、コロナ禍当時に比較して売上額の大幅増を達成した。 

  令和６年度も引き続きスポーツ、レジャー、温泉、食事、地域情報の発信、休憩機能

等の組み合わせとともに、新たなイベントの開催を通じて安心して楽しむことができる

施設を目指すほか、町民や町外利用者の健康増進の場として温泉施設及びスポーツ関連

施設の利用促進に取り組む。 

 

 令和５年度決算 

売上総利益 159,875,176 円   

営業利益 ▲14,193,979 円   

経常利益 ▲11,012,603 円   

当期純利益 ▲10,438,182 円   

 

 令和６年度予算 

売上総利益 198,475,000 円   

営業利益 ▲2,323,000 円   

経常利益 1,082,000 円   

当期純利益 916,000 円   

 

【上程予定】 

  令和６年第２回定例会 

 

資料番号○ 資料番号３ 
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様式第２号（第４条関係） 

５月２８日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 企画財政課長 齋藤 智幸   

【議案名】 

   議案第４４号 吉岡町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

【提案理由】 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を

改正する法律（令和５年法律第４８号）及び生活困窮者自立支援法等の一部を改正する

法律（令和６年法律第２１号）の施行に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

【概 要】 

１ 定義の追加（第２条関係） 

  本条例において用いる用語として、新たに「特定個人番号利用事務」及び「利用特定

個人情報」の定義を追加するもの。 

 

２ 技術的改正 

(1) 字句の整理（第４条関係） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律の施行に伴う字句の整理を行うもの。 

(2) 字句の整理（別表第２関係） 

生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う字句の整理を行うもの。 

 

３ 施行期日（附則関係） 

  本条例の公布の日 

 

【上程予定】 

  令和６年第２回定例会 

 

資料番号４ 
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様式第２号（第４条関係） 

５月２８日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 産業観光課長 渡部 英之 

【議案名】 

   議案第３６号 道の駅よしおか温泉の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

 

【提案理由】 

  指定管理の対象となる施設を変更するに当たり、所要の改正を行うもの。 

 

【概 要】 

１ 指定管理の対象となる施設の変更（第１２条第１項関係） 

  指定管理の対象となる施設に物産館を含めることとするもの。 

 

２ 指定管理者が行う業務の範囲の追加（第１３条第２号関係） 

  指定管理者に管理を行わせる業務に物産館の利用の許可等を加えるもの。 

 

３ 指定管理者に管理を行わせる場合の読み替え規定の変更（第１２条第２項関係） 

  指定管理の対象となる施設に物産館を含めることに伴い、指定管理者に管理を行わせ

る場合に本条例を読み替えて適用させる規定の見直しを行うもの。 

 

４ 施行期日（附則関係） 

  令和７年４月１日 

 

【上程予定】 

  令和６年第２回定例会 

 

 

資料番号５ 
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